平成　　年　　月　　日

秘密保持誓約書
（ストレスチェック実施事務従事者用）
株式会社　　　　　　　　　　
代表取締役　　　　　　　　　　　殿
私は、ストレスチェック実施事務に従事するにあたり、下記の内容を確認し、これらを在職中または退職後に関わらず遵守することを誓約いたします。
記

1. 労働安全衛生法104条の規定に基づき、ストレスチェックの実施の事務（以下、「実施事務」という。）に関して知りえた労働者の秘密（※）につき秘密保持義務が課されること。
2. 実施事務は実施者の指示により行うこととし、実施事務に関与していない所属部署の上司等の指示を受けて実施事務に従事することによって知りえた労働者の秘密を漏らしてはならないこと。
3. 実施事務に従事したことによって知りえた労働者の秘密を、自らの所属部署もしくはその他の部署の業務等の実施事務と関係しない業務に利用しないこと。
4. 貴社を退職することになった場合もしくは実施事務に従事しなくなった場合は、その時点で私が管理もしくは所持している実施事務に関して知りえた労働者の秘密の一切を退職時もしくは実施事務に従事しなくなる日までに後任の者に受け渡し、受け渡し以後は、私の手元に実施事務に関して知り得た労働者の秘密は一切残存させないこと。
5. 本誓約に違反して、貴社の実施事務に従事したことによって知りえた労働者の秘密を法令で定められた目的もしくは範囲を超えて開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担するものであることを確認し、就業規則●条の懲戒処分に当たること、またこれにより貴社が被った一切の損害を賠償すること。　　　　

※「ストレスチェックの実施の事務に関して知りえた労働者の秘密」とは、ストレスチェックの個人回答票や回答の内容、ストレスチェックの個人結果、面接指導時の記録や意見聴取の内容等ストレスチェックに伴い発生する当社従業員に関わる全ての情報をいう。
　　　以上
本人　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
